
住 宅 第 １ ６ ８ ４ 号

平成３年１月１４日

各 支 庁 長 様

住 宅 都 市 部 長

積雪期における屋根等からの氷雪落下等

による事故の防止について

このことについては、降積雪期を迎え例年屋根等からの氷雪落下等による人身事故が発生している

状況にあります。

従来から団地内通路・屋根などの除排雪については、団地の自治会や入居者が互いに協力し共同で

処理されてきており、貴庁におかれましても氷雪落下による事故の防止に努めていることと存じます。

積雪期の住宅にあっては、屋根からの氷雪落下や建物の排水通気口等に付着した氷片の落下による

思わぬ被害を防ぐため、自治会や入居者に対して次の事項について指導され事故の防止について注意

喚起されるよう願います。

なお、管理を委託している市町村や管理公社についても周知願います。

記

１ 氷雪落下による事故の恐れのある場所の雪庇やつらら等を取り除くこと。

２ 特に子供等が氷雪落下の及ぶ範囲に立ち入りやすい場所については、立ち入り禁止等を表示した

掲示物を設けること。

３ 災害時における避難路等を確保するため出入口や非常口は、積雪による避難障害を生じないよう、

また、これらの出入口から道路や避難上有効な空き地等に通ずる敷地内の通路等は常時除雪を行う

こと。

（住宅課住宅管理係）



住 宅 第 ２ ２ ７ ９ 号

平成２年１月２４日

各 支 庁 長 様

住 宅 都 市 部 長

積雪期における屋根等からの氷雪落下等による事故の防止について

このことについては、従来から団地内通路、屋根等の除排雪については道営住宅団地の自治会や入

居者がお互いに協力し共同で処理されており、貴庁におかれましても道営住宅団地の自治会や入居者

に対して氷雪落下による事故防止に努められていることと存じます。

積雪期の住宅にあっては、屋根からの氷雪落下や建物の排水通気口等に付着した氷片の落下による

思わぬ被害を防ぐため、公社等に管理を委託している団地を含め貴庁が所管する道営住宅団地の自治

会や入居者に対して別添チラシを配布するとともに、次の事項について指導されなお一層事故の未然

防止について注意喚起されるよう願います。

記

１ 氷雪落下による事故の恐れのある場所の雪庇やつらら等を取り除くこと。

２ 特に子供等が氷雪落下の及ぶ範囲に立ち入りやすい場所については、立ち入り禁止等を表示した

掲示物を設けること。

３ 災害時における避難路等を確保するため出入口や非常口は、積雪による避難障害を生じないよう、

また、これらの出入口から道路や避難上有効な空き地等に通ずる敷地内の通路等は常時除雪を行う

こと。

（住宅課住宅管理係）


